
アジ研ワールド・トレンド No.251（2016. 9） 18

　

ト
ル
コ
は
一
九
二
三
年
の
共
和
制
樹

立
か
ら
一
九
四
六
年
ま
で
共
和
人
民
党

に
よ
る
一
党
制
を
続
け
た
が
、
一
九
四

五
年
に
複
数
政
党
制
に
移
行
、
一
九
四

六
年
総
選
挙
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
同
総

選
挙
で
は
共
和
人
民
党
が
集
票
操
作
な

ど
に
よ
り
か
ろ
う
じ
て
政
権
を
維
持
し

た
が
、
次
の
一
九
五
〇
年
総
選
挙
で
は

民
主
党
へ
の
政
権
交
代
が
起
き
た
。
同

選
挙
直
前
に
導
入
さ
れ
た
選
挙
管
理
制

度
は
、
ほ
ぼ
そ
の
原
型
を
保
っ
た
ま
ま

現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
同
制
度
は
以

下
で
み
る
よ
う
に
、
中
央
で
の
選
挙
管

理
と
地
方
で
の
選
挙
管
理
長
を
司
法
府

が
握
り
、
主
要
政
党
が
（
得
票
率
と
関

係
な
く
）
平
等
に
選
挙
管
理
と
監
視
に

関
わ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

●
選
挙
管
理
制
度

　

選
挙
基
本
規
定
と
選
挙
人
名
簿
に
関

す
る
法
律
二
九
八
号
（
一
九
六
一
年
成

立
）
に
よ
る
と
、
選
挙
管
理
は
、
最
高

選
挙
委
員
会
、
県
選
挙
委
員
会
、
郡
選

挙
委
員
会
、
投
票
所
委
員
会
と
い
う
階

層
構
造
で
行
わ
れ
る
。
最
高
選
挙
委
員

会
の
委
員
に
は
、
最
高
裁
判
所
と
最
高

行
政
裁
判
所
か
ら
互
選
さ
れ
る
一
一
名

（
さ
ら
に
委
員
長
を
選
出
）、
県
選
挙
委

員
会
の
委
員
に
は
県
庁
所
在
地
勤
務
で

最
高
職
位
の
判
事
三
名
（
う
ち
最
高
職

位
者
が
委
員
長
）、
郡
選
挙
委
員
会
の

委
員
長
に
は
郡
勤
務
で
最
高
職
位
の
判

事
が
就
き
、
同
委
員
は
主
要
政
党
（
直

近
総
選
挙
で
の
郡
得
票
率
を
基
準
）
が

推
薦
す
る
候
補
の
な
か
か
ら
く
じ
引
き

で
決
ま
る
。

　

投
票
所
委
員
会
の
委
員
長
は
郡
選
挙

委
員
長
が
推
薦
す
る
候
補
と
主
要
政
党

が
推
薦
す
る
候
補
か
ら（
投
票
所
別
に
）

く
じ
引
き
で
決
ま
る
。
同
委
員
一
二
名

（
う
ち
六
名
が
補
欠
）
は
、
主
要
政
党

が
推
薦
す
る
候
補
か
ら
、
お
よ
び
地
区

会
と
村
会
の
議
員
か
ら
、
別
々
の
く
じ

引
き
で
決
ま
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
主

要
政
党
と
無
所
属
候
補
は
投
票
立
会
人

を
一
名
ず
つ
送
る
こ
と
が
で
き
る
（
投

票
立
会
人
が
多
い
場
合
は
く
じ
に
よ
り

三
名
ま
で
が
投
票
箱
前
に
、
そ
れ
以
外

は
投
票
所
内
に
配
置
さ
れ
る
）。

●
選
挙
へ
の
信
頼
低
下

　

こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
形
式
的
に

は
司
法
的
独
立
性
を
持
ち
、
政
党
間
競

合
を
管
理
・
監
視
に
取
り
込
ん
だ
選
挙

管
理
制
度
が
導
入
さ
れ
た
一
九
五
〇
年

以
降
、
選
挙
不
正
が
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
し

か
し
最
近
で
は
、
選
挙
の
公
平
性
へ
の

信
頼
が
低
下
し
て
い
る
。
ア
リ
・
チ
ャ

ル
ク
オ
ー
ル
ら
が
直
近
三
回
の
総
選
挙

の
直
前
に
実
施
し
た
全
国
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
に
よ
れ
ば
、該
当
選
挙
が「
公

平
に
行
わ
れ
る
」（
四
段
階
評
価
で
上

位
二
項
目
比
率
合
計
）
と
の
回
答
は
、

二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
一
年
、
二
〇
一

五
年
で
、
七
〇
％
か
ら
、
五
七
％
、
四

八
％
と
か
な
り
低
下
し
た
（
参
考
文
献

①
）。

　

そ
れ
は
親
イ
ス
ラ
ム
の
公
正
発
展
党

（
Ａ
Ｋ
Ｐ
）
が
長
期
政
権
下
で
自
党
に

有
利
に
選
挙
区
を
改
変
し
た
こ
と
（
特

に
二
〇
〇
八
年
三
月
の
市
政
法
改
定
）

や
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
（
公
共
事
業
入

札
で
の
優
遇
と
い
う
ア
メ
、新
聞
記
者
・

編
集
者
解
任
圧
力
と
い
う
ム
チ
に
よ

り
）
特
に
二
〇
一
三
年
五
～
六
月
の
ゲ

ジ
抗
議
運
動
以
降
、
支
配
を
強
め
て
き

た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。

二
〇
〇
二
年
以
前
は
、
選
挙
ご
と
に
政

権
交
代
が
頻
繁
に
起
き
て
い
た
う
え
に

連
立
政
権
が
多
か
っ
た
た
め
（
表
１
）、

特集
選挙の風景

間
　
寧

選
挙
公
平
性
への
信
頼
低
下

―
ト
ル
コ
―

有権者は投票用紙の○のところに EVET（はい）という印を押す（By 
Maurice Flesier - 投 稿 者 自 身 に よ る 作 品 , CC 表 示 - 継 承 4.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40829391）
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特
定
の
政
党
に
有
利
な
選
挙
区
割
り
や

メ
デ
ィ
ア
支
配
を
行
う
こ
と
は
難
し
か

っ
た
。

●
信
頼
を
低
下
さ
せ
る
事
例

　

最
近
の
選
挙
で
は
、
選
挙
戦
で
の
不

平
等
に
加
え
、
政
府
に
よ
る
介
入
や
野

党
へ
の
妨
害
を
疑
わ
せ
る
事
態
も
生
じ

て
い
る
。
二
〇
一
四
年
三
月
三
一
日
統

一
地
方
選
挙
で
は
複
数
の
選
挙
区
で
投

票
日
に
停
電
が
発
生
、
タ
ネ
ル
・
ユ
ル

ド
ゥ
ズ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
天
然
資
源
相
は
、

変
電
所
に
猫
が
侵
入
し
た
た
め
と
説
明

し
た
（
参
考
文
献
②
）。
二
〇
一
五
年

六
月
七
日
総
選
挙
で
は
（
参
考
文
献

③
）、
躍
進
が
見
込
ま
れ
て
い
た
ク
ル

ド
系
、
人
民
の
民
主
党
（
Ｈ
Ｄ
Ｐ
）
へ

の
妨
害
と
み
ら
れ
る
襲
撃
が
多
発
、
そ

の
数
は
選
挙
運
動
期
間
開
始
の
二
月
一

日
か
ら
五
月
一
八
日
ま
で
に
お
き
た
政

党
選
挙
運
動
を
狙
っ
た
襲
撃
総
件
数

一
六
二
の
四
分
の
三
を
占
め
る
一
二
三

件
に
達
し
た
（
参
考
文
献
④
）。

　

な
か
で
も
五
月
一
八
日
に
は
セ
ラ
ハ

ッ
テ
ィ
ン
・
デ
ミ
ル
タ
シ
ュ
Ｈ
Ｄ
Ｐ
党

首
の
遊
説
が
予
定
さ
れ
て
い
た
国
内
南

部
ア
ダ
ナ
と
メ
ル
シ
ン
に
あ
る
同
党
事

務
所
に
送
ら
れ
た
花
飾
り
に
仕
掛
け
ら

れ
て
い
た
時
限
爆
弾
が
同
時
爆
発
、
投

票
日
二
日
前
に
は
南
東
部
デ
ィ
ヤ
ル
バ

ク
ル
で
の
同
党
の
選
挙
集
会
に
爆
弾
が

投
げ
込
ま
れ
二
名
が
死
亡
す
る
な
ど

（
後
日
、
犯
人
が
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
と

繋
が
り
の
あ
る
ト
ル
コ
人
と
判
明
）、

暴
力
的
な
「
選
挙
の
風
景
」
が
生
ま
れ

た
。
メ
デ
ィ
ア
の
政
府
寄
り
姿
勢
も
強

ま
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
一
一
月
一

日
総
選
挙
の
選
挙
期
間
内
の
二
五
日
間

で
国
営
放
送
Ｔ
Ｒ
Ｔ
を
含
む
主
要
一
二

テ
レ
ビ
局
の
生
放
送
時
間
の
一
三
八
時

間
が
レ
ジ
ェ
ッ
プ
・
タ
イ
ッ
プ
・
エ
ル

ド
ア
ン
大
統
領
、
二
三
八
時
間
が
Ａ
Ｋ

Ｐ
に
つ
い
て
伝
え
て
い
た
の
に
対
し
、

野
党
に
つ
い
て
の
報
道
は
、
世
俗
主
義

の
共
和
人
民
党
（
Ｃ
Ｈ
Ｐ
）
に
三
六
時

間
、
ト
ル
コ
民
族
主
義
の
民
族
主
義
行

動
党
（
Ｍ
Ｈ
Ｐ
）
に
二
一
時
間
、
Ｈ
Ｄ

Ｐ
に
六
時
間
し
か
割
か
れ
て
い
な
か
っ

た
（
参
考
文
献
⑤
）。

●
国
際
比
較

　

ト
ル
コ
に
お
け
る
選
挙
の
公
平
性
へ

の
信
頼
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
は
、
専

門
家
に
よ
る
評
価
に
も
み
て
取
れ
る
。

ピ
ッ
パ
・
ノ
リ
ス
が
責
任
者
を
務
め
る

T
he Electoral Integrity Project

は
、
二
〇
一
二
年
七
月
一
日
以
降
（
直

近
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
三
〇
日
）
の

世
界
の
選
挙
に
お
け
る
公
正
さ
を
専
門

家
の
評
価
に
よ
り
指
標
化
し
て
い
る

（
参
考
文
献
⑥
）。
そ
れ
に
よ
る
と
ト
ル

コ
は
全
世
界
一
三
九
カ
国
の
う
ち
で

一
〇
一
位
（
一
〇
〇
位
は
マ
ラ
ウ
イ
、

一
〇
二
位
は
カ
メ
ル
ー
ン
）、
中
東
北

ア
フ
リ
カ
一
三
カ
国
の
う
ち
で
は
中
央

値
の
六
位
（
五
位
は
イ
ラ
ン
、
七
位
は

ヨ
ル
ダ
ン
）
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
ト
ル

コ
の
順
位
は
低
い
の
か
（
各
国
の
評
価

は
年
別
に
、
該
当
年
に
行
わ
れ
た
す
べ

て
の
選
挙
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
が
、

ト
ル
コ
の
年
別
評
価
は
二
〇
一
五
年
に

関
し
て
の
み
存
在
す
る
）。

　

そ
の
理
由
は
、
ト
ル
コ
の
値
か
ら
世

界
平
均
を
差
し
引
い
た
値
が
大
き
く
マ

イ
ナ
ス
に
な
っ
て
い
る
評
価
項
目
と
し

て
現
れ
て
い
る
（
表
２
）。
そ
の
よ
う

な
評
価
項
目
投
票
の
公
平
さ
（
投
票
・

集
計
・
議
席
）
よ
り
も
、
投
票
前
の
与

野
党
の
選
挙
活
動
（
立
候
補
・
選
挙
活

動
）
に
関
す
る
も
の
に
多
い
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
政
党
・
候
補
が
政

治
放
送
と
広
告
に
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を

与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
テ
レ
ビ
、

新
聞
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
選
挙
報
道

が
公
平
性
を
欠
き
与
党
を
優
遇
し
て
い

る
こ
と
、
国
家
資
源
が
選
挙
運
動
の
た

め
に
不
正
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

な
ど
が
ト
ル
コ
の
該
当
項
目
で
の
低
評

表 1　トルコ総選挙での与党勝利
総選挙年月 総選挙直後の政権与党 最大与党勝利＝■

1946 共和人民党
1950 民主党  
1954 民主党
1957 民主党
1961 共和人民党、公正党  
1965 公正党  
1969 公正党
1973 共和人民党、国民救済党  
1977 共和人民党
1983 祖国党  
1987 祖国党
1991 正道党  
1995 祖国党，正道党  
1999 民主左派党、祖国党、民族主義行動党  
2002 公正発展党  
2007 公正発展党
2011 公正発展党

2015.6 公正発展党
2015.11 公正発展党

（出所）トルコ総選挙結果より、筆者作成。
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表 2　選挙公平性評価におけるトルコの世界平均からの乖離
トルコ
（A）

世界平均
（B)

乖離
（A-B) 評価項目 立候補・

選挙活動
投票・集計・

議席
4.3 3.27 1.03 在外有権者投票 ○

4.39 3.74 0.65 選挙結果公表迅速性 ○
3.92 3.29 0.63 選挙監視のための社会メディア利用 ○
4.18 3.8 0.38 投票手続情報 ○
3.15 2.81 0.34 買票行為がないこと ○
4.53 4.21 0.32 選挙後に暴力的抗議がないこと ○
3.73 3.49 0.24 異議の法的手段での解決 ○
3.85 3.62 0.23 選挙後に非暴力的抗議がないこと ○
4.02 3.83 0.19 投票手続の簡易性 ○
3.74 3.6 0.14 野党候補立候補への障害がないこと ○
2.96 2.82 0.14 有権者登録漏れがないこと ○
3.22 3.11 0.11 有権者登録での正確性 ○
3.73 3.71 0.02 投票集計の公正性 ○
3.56 3.72 -0.16 有権者にとって真の選択が可能 ○
2.96 3.12 -0.16 政党や候補者は結果を受容 ○
3.04 3.2 -0.16 非資格者は有権者登録されない ○
1.36 1.55 -0.2 インターネット投票可能 ○
3.14 3.34 -0.19 民族的少数派の立候補機会平等 ○
3.53 3.81 -0.28 政府が市民に対して情報提供 ○
3.57 3.85 -0.28 国際選挙監視の自由 ○
2.75 3.08 -0.33 選挙区割り中立性 ○
3.14 3.54 -0.4 選挙管理委員会の公平性 ○ ○
2.76 3.16 -0.4 選挙区割りが一部の政党に不利 ○
3.32 3.72 -0.4 投票箱の保全 ○
1.63 2.04 -0.41 政党・候補が透明性のある選挙活動収支報告を公表 ○
2.9 3.31 -0.41 当局が選挙実施の公共監視を許可 ○

3.36 3.8 -0.44 国内の選挙監視団への規制なし ○
2.2 2.66 -0.46 政党・候補の公的助成金への平等なアクセス ○

2.89 3.39 -0.5 政党・候補の選挙集会が自由 ○
2.7 3.22 -0.52 選挙区割りが現職に有利 ○

2.91 3.44 -0.53 選挙実施機関の機能評価 ○ ○
1.8 2.4 -0.56 政党・候補の政治献金への平等なアクセス ○

2.46 3.07 -0.61 不正投票がないこと ○
2.63 3.29 -0.66 選挙実施機関の中立性 ○ ○
2.11 2.8 -0.69 候補選定を党指導部が独占しないこと ○
2.46 3.19 -0.73 障害者の投票支援 ○
2.68 3.44 -0.76 女性の被選挙権平等性 ○
2.83 3.62 -0.79 投票所での暴力の脅威がないこと ○
1.87 2.87 -1 郵便による投票可能 ○
1.34 2.42 -1.08 国家資源が選挙運動のために不正に使用されないこと ○
1.8 2.91 -1.11 ジャーナリストの選挙報道が公平 ○

1.56 2.7 -1.14 新聞の選挙報道に偏りがない ○
1.51 2.73 -1.22 テレビニュースが与党を優遇 ○
1.57 2.83 -1.26 政党・候補の政治放送と広告への平等なアクセス ○

（出所）参考文献⑥より筆者作成。抽象度の高い評価項目を除く。
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価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
ト
ル
コ
の
評
価
が
比
較
的
高
い
の
は
、

在
外
有
権
者
投
票
が
可
能
な
こ
と
、
選

挙
結
果
公
表
が
迅
速
で
あ
る
こ
と
、
選

挙
監
視
の
た
め
に
社
会
メ
デ
ィ
ア
が
利

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
ト
ル
コ
の

選
挙
手
続
や
技
術
教
育
的
水
準
の
高
さ

を
反
映
す
る
項
目
に
限
ら
れ
る
。

●
市
民
に
よ
る
選
挙
監
視

　

選
挙
へ
の
信
頼
が
低
下
す
る
な
か
、

有
志
が
組
織
化
し
て
選
挙
監
視
団
体

「
票
と
そ
の
先
」（O

y ve Ö
tesi

）
を

結
成
、
二
〇
一
四
年
三
月
統
一
地
方
選

挙
以
来
、
投
票
呼
び
か
け
運
動
、
候
補

者
紹
介
ビ
デ
オ
作
成
公
開
、
選
挙
監
視

を
行
っ
て
い
る
。
選
挙
監
視
の
対
象
は

初
回
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
県
の
み
に
限
ら

れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
五
年
六
月
総
選

挙
で
は
全
国
八
一
県
の
う
ち
四
六
県
の

一
七
三
郡
で
五
万
五
〇
〇
〇
人
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
（
自
ら
選
ん
だ
）
政
党
な

い
し
無
所
属
候
補
の
投
票
立
会
人
と
し

て
投
票
監
視
と
集
計
結
果
照
合
を
行
っ

た
。

　

投
票
監
視
で
は
、
選
挙
法
の
規
定
に

反
す
る
行
為
を
記
録
し
た
。
特
に
多
か

っ
た
事
例
は
、
投
票
者
へ
の
付
添
人
が

投
票
を
誘
導
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
集
計

結
果
照
合
で
は
、
同
団
体
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
記
録
し
た
投
票
所
単
位
の
集
計
結

果
を
（
中
立
性
を
持
た
せ
る
た
め
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
呼
び
か
け
に

応
じ
た
第
三
者
に
入
力
し
て
も
ら
っ
た

う
え
で
）、
最
高
選
挙
委
員
会
が
公
表

し
た
投
票
所
別
集
計
結
果
と
照
合
し
た
。

こ
れ
ま
で
同
団
体
が
監
視
し
た
選
挙
で

組
織
的
な
不
正
行
為
や
前
述
し
た
二
つ

の
集
計
結
果
で
不
自
然
な
乖
離
は
な
か

っ
た
こ
と
は
報
告
さ
れ
て
い
る
（
当
然

な
が
ら
、
そ
れ
が
監
視
効
果
の
た
め
な

の
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
な
い
）（
参

考
文
献
⑦
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ト
ル
コ
で
は
Ａ
Ｋ
Ｐ

政
権
が
投
票
や
集
計
に
組
織
的
に
介
入

し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
選
挙
運
動
や

選
挙
報
道
で
野
党
に
不
利
を
強
い
る
こ

と
に
よ
り
選
挙
の
公
平
性
を
損
ね
て
い

る
と
の
印
象
は
強
ま
っ
て
い
る
。
選
挙

監
視
で
そ
の
存
在
感
を
発
揮
し
た
「
票

と
そ
の
先
」
が
、
与
党
有
利
に
展
開
す

る
選
挙
運
動
・
報
道
に
風
穴
を
開
け
ら

れ
る
か
ど
う
か
は
未
知
数
で
あ
る
。
む

し
ろ
同
団
体
は
、
市
民
の
政
治
参
加
を

多
様
な
領
域
へ
広
げ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
選
挙
監
視
の
「
そ
の
先
」
を
見
据
え

て
い
る
（
参
考
文
献
⑧
）。

（
は
ざ
ま　

や
す
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

中
東
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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